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募
　
集

エ
コ
ア
熊
本
　
す
じ
エ
ビ
釣
り
大
会

参
加
者
募
集

　
南
関
町
に
あ
る
最
終
処
分
場
「
エ
コ

ア
く
ま
も
と
」で
は
、
自
然
共
生
社
会
を

楽
し
く
学
ぶ
「
ス
ジ
エ
ビ
釣
り
大
会
」

イ
ベ
ン
ト
を
計
画
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん

の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

と
　き
　
６
月
３
日
土
　

午
前
10
時
～
正
午

※
受
付
は
９
時
30
分
～

と
こ
ろ
　
エ
コ
ア
く
ま
も
と
（
南
関
町

下
坂
下
４
７
７
１ 

-
３
）

募
集
人
員
　
小
学
生
10
人
程
度

（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

募
集
期
間
　
必
要
事
項
①
～
④
を
明
記

の
う
え
、
電
子
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た

は
ハ
ガ
キ
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

①
参
加
者
氏
名
、
学
年
、
住
所

②
付
添
の
保
護
者
氏
名
（
１
名
）

③
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
保
護
者
の
み
で

可
）

④
電
話
番
号
（
日
中
に
連
絡
が
つ
く
番

号
）

　
＊
電
話
で
の
応
募
は
不
可
。
５
月
17

日
水
必
着

応
募
先
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先

　e-m
ai

：event@
kksj.jp

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
９
６
８・５
３・８
５
１
０

　
〒
８
６
１ 

-
０
８
２
１
　

玉
名
郡
南
関
町
下
坂
下
４
７
７
１ 

-
３

（
公
財
）
熊
本
県
環
境
整
備
事
業
団

担
当
　
佐
野
、
吉
田
、
吉
村

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
荒
尾

公
共
職
業
訓
練
　
令
和
５
年
７
月

期
生
募
集

　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
荒
尾
で
は
職
業

訓
練
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。
訓
練
は

も
の
づ
く
り
を
中
心
と
し
た
就
職
に
結

び
つ
き
や
す
い
内
容
で
す
。
施
設
見
学

会
も
行
っ
て
い
ま
す
！
（
５
月
10
日
、

17
日
）
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

募
集
科
・
募
集
人
員

①
溶
接
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
（
12
人
）

②
機
械
Ｃ
Ａ
Ｄ
加
工
科
（
15
人
）

③
建
設
機
械
科
（
10
人
）

④
ビ
ル
管
理
技
術
科
（
16
人
）

⑤
Ｃ
Ａ
Ｄ
も
の
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
科（
18

人
）

募
集
期
間
　
５
月
１
日
月
～
26
日
金

筆
記
試
験
・
面
接
日
　
６
月
６
日
火

入
所
日  

７
月
４
日
火

訓
練
期
間
　
６
ヶ
月

必
要
経
費
　
受
講
料
は
無
料
で
す
が
、

教
科
書
代
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
荒
尾

（
訓
練
課
）

　
☎
０
９
６
８・６
２・８
６
１
０

お
知
ら
せ

５
月
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請

受
付
等
の
予
約
制
時
間
外
窓
口
を

開
設
し
ま
す

開
設
日
　
５
月
11
日
、
18
日
、
25
日
木

の
午
後
７
時
ま
で

28
日
日
の
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

受
付
業
務
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

受
け
取
り
※
交
付
通
知
書
が
届
い
て
い

る
人
が
対
象
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
受
付

場
所

菊
水
区
域
の
人
は
、
住
民
環
境
課

　
☎
０
９
６
８・８
６・５
７
２
７

三
加
和
区
域
の
人
は
、
地
域
振
興
課

　
☎
０
９
６
８・３
４・３
１
１
１

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
を
ご
存
知

で
す
か
？
６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委

員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
。
全
国
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
毎
年
６
月

１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定

め
、
こ
の
日
を
中
心
と
し
て
特
設
の
人

権
相
談
所
を
開
設
す
る
な
ど
、
一
層
の

人
権
尊
重
思
想
の
普
及
・
高
揚
に
努
め

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
当
町
に
お

き
ま
し
て
も
、
次
の
と
お
り
特
設
人
権

相
談
所
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

　
家
庭
内
・
近
隣
間
な
ど
の
も
め
ご

と
、
相
続
・
金
銭
問
題
等
で
の
悩
み
ご

と
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
・
い
じ
め
・
差
別
な

ど
の
人
権
問
題
、
そ
の
他
色
々
な
心
配

事
や
悩
み
事
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

と
　き
　
６
月
１
日
木
　
午
前
10
時
～

午
後
３
時

と
こ
ろ 

中
央
公
民
館
・
三
加
和
公
民
館

そ
の
他
　
特
設
人
権
相
談
所
以
外
で

も
、
人
権
擁
護
委
員
の
自
宅
及
び
熊
本

地
方
法
務
局
玉
名
支
局
に
お
い
て
、
毎

日
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
　
熊
本
地
方
法
務
局
玉
名
支
局

　
☎
０
９
６
８・７
２・２
３
４
７
　

旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の
電
子
申
請

が
開
始
し
ま
し
た

　
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
に
つ
い
て
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
、
申
請

時
の
来
庁
が
不
要
と
な
り
ま
す
が
、
交

付
時
に
は
本
人
が
来
庁
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
パ
ス
ポ
ー
ト
を
初
め
て
取
得
さ
れ
る

人
や
有
効
期
間
切
れ
で
新
た
に
取
得
さ

れ
る
人
、
記
載
事
項
の
変
更
が
あ
る
場

合
は
、
郵
送
（
簡
易
書
留
）
ま
た
は
持

参
に
よ
る
戸
籍
謄
本
の
提
出
が
必
要
で

す
。

　
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
　
住
民
環
境
課
　
戸
籍
住
民
係

　
☎
０
９
６
８・８
６・５
７
２
７

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
・
登
録
申

請
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

と
　き
　
５
月
15
日
月
　
午
後
２
時
～

４
時
　
定
員
14
名

と
こ
ろ
　
玉
名
税
務
署
　
２
階
共
用
会

議
室

問
　
玉
名
税
務
署

　
☎
０
９
６
８・７
２・２
１
２
５

※
お
電
話
の
際
は
、
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス

に
沿
っ
て
「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ

い
。
事
前
申
し
込
み
と
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
開
催
日
の
前
日
午
後
５
時
ま

で
に
、お
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

Ｇ
Ｗ
特
別
イ
ベ
ン
ト
　
み
ん
な
お
い

で
よ
！
鞠
智
城
　
開
催

　
歴
史
公
園
鞠
智
城
で
は
、
Ｇ
Ｗ
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。
ス
ケ
ッ
チ
大
会

や
弓
矢
体
験
、
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
に
八
角

形
鼓
楼
（
こ
ろ
う
）
な
ど
の
復
元
建
物

の
内
部
公
開
も
あ
り
、
ご
家
族
で
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
ろ
う
君
も
参

加
し
ま
す
。
最
新
情
報
は
、
鞠
智
城
Ｈ

Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

と
　き
　
５
月
６
日
土
　
荒
天
時
中
止

午
前
10
時
開
始
　
午
後
３
時
受
付
終
了

（
ス
ケ
ッ
チ
大
会
と
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
は

４
月
29
日
か
ら
５
月
14
日
ま
で
開
催
）

参
加
費
　
無
料

事
前
申
込
　
不
要

問
　
歴
史
公
園
鞠
智
城
・
温
故
創
生
館

　
☎
０
９
６
８・４
８・３
１
７
８

ペ
ッ
ト
が
迷
子
に
な
っ
た
と
き
は

　
飼
っ
て
い
る
犬
や
猫
が
迷
子
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
時
は
、
保
護
さ
れ
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
と
こ
ろ

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

①
お
住
ま
い
の
管
轄
の
保
健
所

②
行
方
不
明
に
な
っ
た
場
所
に
近
い
保

健
所

③
最
寄
り
の
警
察
署

　
ま
た
、「
熊
本
県
動
物
愛
護
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
で
は
、
保
護
さ
れ
た
迷
子
の

犬
や
猫
の
情
報
を
検
索
で
き
る
他
、
飼

い
主
が
登
録
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
　
有
明
保
健
所

　
☎
０
９
６
８・７
２・２
１
８
４

水
産
製
品
、
液
卵
、
漬
物
を
製
造
さ

れ
て
い
る
人
へ

　
食
品
衛
生
法
の
改
正
に
伴
い
、
令
和

３
年
６
月
１
日
時
点
で
水
産
製
品
（
し

ら
す
干
し
、
魚
の
干
物
等
）
や
液
卵

（
鶏
卵
か
ら
殻
を
除
い
た
も
の
）
を
製

造
さ
れ
て
い
る
人
は
、
令
和
６
年
５
月

31
日
ま
で
に
営
業
許
可
の
取
得
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
漬
物
の
製
造
は
条
例
許

可
か
ら
法
許
可
へ
切
替
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
営
業
を
行
っ
て
い
る

人
は
、
施
設
を
管
轄
す
る
保
健
所
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
　
有
明
保
健
所

　
☎
０
９
６
８・７
２・２
１
８
４

農産物の支援をいただきました

みんなの藏　　　　　　　　　　 ５月の展示

①ひとり親世帯に農産物の支援
　３月１日水、和水町認定農業者協議会（会長：池田精一郎）から、
社会貢献活動の一環として、ひとり親世帯に対し農産物などが贈ら
れました。
　この取り組みは、県内各市町村の認定農業者組織が、県ひとり親
家庭福祉協議会を通じて県内のひとり親世帯に対し農産物などを提
供し支援するもので、和水町認定農業者協議会からは米230㎏、豚
肉３㎏が提供されました。

②こども食堂に農産物の支援
　３月22日水、玉名地方農業振興同友会（会長：原靖）から、野田地区のこども食堂「みんなの食堂」に
対して、農産物が贈られました。この会は、熊本県農業コンクールにおける玉名地域の受賞者等で組織す
る団体で、和水町からは７組の農家が参加しています。令和３年度から食育と食材支援の一環として、こ
の活動に取り組んでいます。

絵手紙、アクリル画、戸田コレクション展（ギャラリー藏所蔵の
版画、油絵、水彩画）

と　き　５月14日日までの土、日開館。
入館時間　午後１時～５時
入館料　無料

25│広報なごみ│2023 May│ │広報なごみ│2023 May│24


